
 

 

 

 

令和 6年 11月 21日 

一般財団法人建設業振興基金 

建設キャリアアップシステム事業本部 

 

 

健康保険証の廃止に伴う健康保険の加入証明書類につきまして 

 

 

平素は、建設キャリアアップシステム事業につきましてご格段のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

この度、2024年 12月2日（月）に健康保険証の新規発行が廃止になることを

踏まえて、2024年 12月 2日（月）以降の申請につきまして、CCUSにご登録い

ただく際の健康保険の証明書類を追加させていただきます。 

健康保険の証明書類として従来から有効としている「健康保険証（2025 年 12

月1日まで有効）」と併せて保険者（国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保

険協会、共済組合等）より発行される「資格情報のお知らせ」や「医療保険の資格情

報（マイナポータルより出力可能なもの）」「標準報酬決定通知書」などを有効書類

として追加させていただきます。 

詳細につきましては証明書類見本一覧技能者編第3.1版（2024年 12月2日

（月）HP 掲載予定）をご参照ください。なお、追加させていただく証明書類を次頁

以降に抜粋させていただきましたのでご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 

また、本件に関するご不明点等につきましては建設キャリアアップシステムお

問い合わせフォームよりお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 

 

建設キャリアアップシステムお問い合わせフォーム

https://www.ccus.jp/contact#ContactAddForm 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



    

 

 

 

 

 

 

発行元（入手先）：マイナポータル  

 

① 保険者名 

② 氏名 

 

  

医療の資格情報 



    

 

 

 

 

発行元（入手先）：保険者 

 
 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 証明印等（公印・受領印・発行者印等…） 

※ 健康保険記号・番号、QRコード、保険者番号は、マスキングしてください。 

※ 有効期限の記載のあるものは、有効期限内の書類を提出してください。 

 

 

 

  

① 
② 

③ 

健康保険資格確認書 

マスキング 

箇所 



    

 

 

 

 

発行元（入手先）：保険者 

 

① 保険者名 

② 氏名  

② 

① 

資格情報のお知らせ 



    

 

 

 

 

 

発行元（入手先）：日本年金機構（年金事務所） 

 

① 事業所整理番号 

② 事業所番号 

③ 氏名 

④ 証明印等（公印・受領印・発行者印等…） 

※ 他者の個人情報は、マスキングしてください。 

※ 基礎年金番号は、マスキングしてください。  

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書 



    

 

 

 

 

発行元（入手先）：日本年金機構（年金事務所） 

 

① 事業所整理番号 

② 事業所番号 

③ 証明印等（公印・受領印・発行者印等…） 

④ 被保険者氏名 

⑤ 生年月日 

※ 対象者については、④⑤以外の項目は、マスキングしてください。 

※ 対象者以外の被保険者情報は、全てマスキングしてください。  

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 

 



    

 

 

 

 

発行元（入手先）：保険者 

 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 証明印等（公印・受領印・発行者印等…） 

※ 保険者番号、健康保険記号番号は、マスキングしてください。 

※ 有効期限の記載のあるものは、有効期限内の書類を提出してください。 

 

 

 

 

① ② 

③ 

健康保険被保険者資格証明書 


